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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26 年５月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年６月 27

日開催予定の第 93回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

 

１．変更の理由 

  事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、事業目

的について追加及び変更を行うものであります。 

  

２．変更の内容 

変更内容は別紙のとおりであります。   

 

３．日 程 

  定款変更のための株主総会開催日  平成 26年６月 27日 

  定款変更の効力発生日       平成 26年６月 27日 

以 上 



別 紙 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款           変 更 案           

（目 的） 

第２条  本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１  鉄道事業 

２  自動車による一般運輸業 

３  海上運送業 

４  航空運送業 

５  不動産業 

６  土砂の採集及び販売業 

７  土木、建築、造園工事の設計、施行、請負 

８  娯楽、スポーツ施設及び教養に関する教育 

施設の経営 

９  駐車場の経営 

10  食料品、酒類、煙草、衣料品、日用品雑貨 

及び園芸品の販売 

11  燃料及び自動車用品の販売 

12  旅行業 

13  ホテル、旅館及び食堂の経営 

14  前払式特定取引に関する商品の売買の取次 

15  電気通信事業及び有線放送事業 

16  宣伝・広告代理業 

17  金融業 

18  経理事務及び給与計算等に関する事務の業務 

受託業 

19  労働者派遣事業 

20 割賦販売法に基づく割賦購入あっせん業 

21 浴場業 

      （新    設） 

      （新    設） 

      （新    設） 

22 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務 

（目 的） 

第２条  本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

10 

       （現行どおり） 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 割賦販売法に基づく包括信用購入あっせん業 

21     （現行どおり） 

22 保育施設の経営及び保育サービス事業 

23 高齢者住宅・施設の経営及び介護サービス事業 

24 発電及び売電事業 

25 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務 

 


